斑鳩町創業支援事業補助金交付要綱（案）

（趣旨）
第１条　この要綱は、観光振興及び地域経済の発展並びに雇用の促進を図るため、斑鳩町内において創業又は新規事業所の開設（以下「創業事業」という。）を行おうとする個人又は法人に対し、予算の範囲内で斑鳩町創業支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
（用語の定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）事業所　事業を実施する本拠となる事務所や店舗等をいう。
（２）創業　個人又は法人が、本町において営利を目的として、新たに事業所を設置して、新たな事業を営むことをいう。
（３）新規事業所の開設　個人又は法人が、本町において営利を目的として、新たに事業所を設置して事業を営むことをいう。
（４）認定連携創業支援事業者　産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）に基づく本町の創業支援事業計画において認定を行った事業者をいう。
（５）補助事業　この要綱の目的に適合するもので、創業事業を行うために必要な補助金の交付の対象となる事業をいう。
（６）法隆寺周辺地区特別用途地区　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項（同法第２１条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく法隆寺周辺地区特別用途地区に係る都市計画の決定の告示があった区域をいう。
（補助対象者）
第３条　補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次のいずれにも該当する者とする。
（１）斑鳩町内において創業事業を行おうとする者であること。
（２）創業事業を実施する場所において、当該事業を５年以上継続し、年間２００日以上営業する意志を持つ者であること。
（３）本町の創業支援窓口を利用し、認定連携創業支援事業者による事業計画書の確認を受けている者であること。
（４）許認可又は届出を必要とする業種の創業事業にあっては、許認可を受けた（受ける見込みも含む。）、又は届出を行った（行う見込みも含む。）者であること。
（５）地域住民と融和を図るとともに、地域振興及び経済の発展に努める意志を持つ者であること。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。
（１）この要綱に基づき交付する補助金の対象経費について、国、他の地方公共団体
又は町の他の支援金等の助成を受けている者
（２）市町村税の滞納がある者
（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第３３条第１項に規定する深夜における酒類提供飲食店営業の届出の対象となる営業を行おうとする者
（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
[bookmark: _GoBack]（５）フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者（次条に規定する重点創業促進事業の場合を除く。）
（６）前各号に掲げるもののほか、町長がこの要綱の趣旨に照らして適切でないと認める者
（重点創業促進事業）
第４条　町長は、法隆寺をはじめとする世界文化遺産が存する本町の魅力ある歴史的町並みが残る地域での創業事業を重点的に促進するため、重点創業促進事業を定める。
２　重点創業促進事業は、法隆寺周辺地区特別用途地区の区域内で実施する創業事業であって、次の各号のいずれかに該当する業種の事業とする。
（１）物品販売業（観光振興に資すると認められるものに限る。）
（２）飲食業
（３）自家販売のための食品製造業
（４）美術品若しくは工芸品の製作業又は展示販売業
（５）ホテル又は旅館業
（６）前各号に掲げるもののほか、観光振興に資する事業であると町長が認める業種
　（補助対象経費）
第５条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲げる経費とする。
（１）補助対象事業所の新設に伴う改修等に係る費用（不動産購入費及び仮設店舗等設置費を除く。）
（２）設備及び備品購入費（中古品購入費、車両購入費及び汎用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の購入費を除く。）
（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じるための機器・備品等であって、別表に掲げるものの導入に要する経費
（４）事業計画書に基づく事業を開始した日の属する月の翌月（当該日が月の初日であるときは、その月）から起算して１２月間に係る補助対象事業所に係る賃借料（共益費及び駐車場使用料等は除き、１月につき、重点創業促進事業の場合にあっては１０万円、それ以外の創業事業の場合にあっては５万円を上限とする。）
　（補助金の額）
第６条　補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、重点創業促進事業の場合
　にあっては２１０万円、それ以外の創業事業の場合にあっては６０万円を上限とする。
（１）前条第１号から第３号までに掲げる経費に係るもの　補助対象経費の合計の２
分の１以内の額
（２）前条第４号に掲げる経費に係るもの　補助対象経費の２分の１以内の額であっ
て、かつ、前号の規定により算出した額以内の額
２　前項の規定により算出した補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じたとき
は、これを切り捨てるものとする。
（補助金の交付限度）
第７条　同一の補助対象者に対する補助金の交付は、１回限りとする。
２　斑鳩町創業促進事業補助金交付要綱（平成２８年１２月斑鳩町要綱第７０号）又は斑鳩町まちあるき観光施設整備支援事業補助金交付要綱（平成３１年３月斑鳩町要綱第１７号）に基づき補助金の交付決定を受けた者が、当該補助金の交付を受けて実施した事業と同一の場所において行おうとする創業事業は、本補助金の対象外とする。
（補助金の交付申請）
第８条　補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、斑鳩町創業支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、創業事業の開始前に町長に提出しなければならない。
（１）事業計画書（様式第２号）
（２）認定連携創業支援事業者による支援確認書（様式第３号）
（３）見積書
（４）賃貸借契約書（賃借料が分かる書類）
（５）事業実施位置図
（６）図面（配置図、平面図及び立面図を含む。）
（７）前年又は前事業年度の収入等がわかる書類
　　ア　個人にあっては、確定申告書又は源泉徴収票の写し等
　　イ　法人にあっては、法人税確定申告書の写し等
（８）市町村税の滞納がない旨の証明書
（９）許認可又は届出を必要とする事業を行う場合は、許認可を証する書類の写し又は届出書の写し
（１０）誓約書（様式第４号）
（１１）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
　（補助金の交付決定）
第９条　町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、斑鳩町創業支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。
２　町長は、前項の決定に際し、条件を付すことができるものとする。
　（変更の届出）
第１０条　補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の交付決定を受けた事業内容を変更しようとするときは、斑鳩町創業支援事業補助金変更承認申請書（様式第６号）に変更内容が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の申請を受理し、適当と認めたときは、斑鳩町創業支援事業補助金変更承認通知書（様式第７号）により、交付決定者に通知するものとする。
　（中止の届出）
第１１条　交付決定者は、補助事業を中止しようとするときは、斑鳩町創業支援事業補助金中止承認申請書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の申請を受理し、適当と認めたときは、斑鳩町創業支援事業補助金中止承認通知書（様式第９号）により、交付決定者に通知するものとする。
　（実績報告）
第１２条　交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して３０日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、斑鳩町創業支援事業補助金実績報告書（様式第１０号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、この場合において、町長は必要に応じて町職員をして現場で検査を行わせることができる。
（１）領収書又は収支を証する書類の写し
（２）工事請負契約書の写し（補助対象経費が工事等に係る経費である場合に限る。）
（３）事業完了前後の状況が分かる写真
（４）事業所等設立届の写し
（５）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
２　補助対象経費に第５条第４号に定める賃借料を含む場合において、前項の規定による斑鳩町創業支援事業補助金実績報告書の提出時に１２月間に係る賃借料の全額について支払いが完了していないときは、支払期日到来前の当該賃借料に係る前項第１号に掲げる書類は、その全額について支払いが完了した日から起算して３０日以内に町長に提出しなければならない。
（補助金額の確定）
第１３条　町長は、前条第１項の規定による報告があったときは、実績報告の内容を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、斑鳩町創業支援事業補助金交付確定通知書（様式第１１号）により、交付決定者に通知するものとする。
　（補助金の交付）
第１４条　前条の規定による確定通知書を受けた交付決定者は、斑鳩町創業支援事業補助金交付請求書（様式第１２号）を町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の規定による請求を受けた日から起算して３０日以内に補助金を交付するものとする。
　（帳簿等の整備）
第１５条　交付決定者は、当該補助事業の実施に関する書類及び帳簿等を当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。
　（資産処分の制限）
第１６条　交付決定者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して５年間は、当該補助金に係る事業により取得し、又は効用が増加した資産（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する資産をいう。）を処分しようとするときは、あらかじめ斑鳩町創業支援事業補助金資産処分承認申請書（様式第１３号）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該資産の取得価格又は効用の増加価格が５０万円未満のものは、この限りでない。
２　町長は、前項の申請を受理し、適当と認めたときは、斑鳩町創業支援事業補助金資産処分承認通知書（様式第１４号）により、交付決定者に通知するものとする。
３　町長は、当該承認に係る資産を処分したことにより当該交付決定者に収入があっ
たときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
　（補助金の返還等）
第１７条　町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
（１）期限までに第１２条に規定する書類の提出を行わないとき。
（２）この要綱に違反したとき。
（３）虚偽その他不正な手段により補助を受け、又は受けようとしたとき。
（４）町長の承認を受けずに補助事業を変更した、又は補助事業の遂行の見込みがないとき。
（５）前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
　（報告及び調査）
第１８条　町長は、補助金交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、申請者又は交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は調査することができる。
２　申請者又は交付決定者は、前項の規定により町長から報告又は調査を求められたときは、これに協力しなければならない。
（その他）
第１９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

付　則
　（施行期日）
１　この要綱は、令和３年７月１日から施行する。
　（この要綱の失効）
２　この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１０条から第１９条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

別表（第５条関係）
	１　パーティション、透明ビニールカーテン、アクリル板等の飛沫感染予防資材　２　自動型手指消毒設備、キャッシュレス化等の接触感染予防機器
３　換気扇、空気清浄機、窓等の空気感染予防設備
４　非接触型検温器、サーモカメラ等の感染が疑われる者の把握器具
５　感染拡大防止対策を講じる機器・備品等であって、適当であると町長が認めるもの




